
証券コード 5964
令和元年６月７日

株主の皆様へ
宮 城 県 富 谷 市 富 谷 日 渡 34 番 地 11

東 洋 刄 物 株 式 会 社
代表取締役社長 清 野 芳 彰

　
第142期定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第142期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご案内申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができま
すので、まことにお手数ではございますが、後記株主総会参考書類をご検討ください
まして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、令和元年６月
26日（水曜日）午後４時40分までにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１. 日 時 令和元年６月27日（木曜日）午前10時
　

２. 場 所 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１号
パレス宮城野２階 はぎの間

３. 会議の目的事項
報告事項 1. 第142期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第142期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
　第１号議案 剰余金配当の件
　第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイト（http ://www.toyokn i fe .co . jp/）に掲載
させていただきます。
◎当日は、当社の役員および従業員はノーネクタイの軽装（クールビズスタイル）にて対応
させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。
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(添付書類)

第142期 事 業 報 告（平成
平成

30
31
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過およびその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の下支えを背景に雇用・所得情
勢は一定の水準を維持し、設備投資も底堅く推移したものの、米国と中国の貿易摩
擦に伴う輸出産業への影響等、業況判断においては減速感が増してきており、今後
も不透明な状況となっております。海外経済は、影響力の大きい米国と中国の貿易
摩擦が顕在化するなか、ドイツの製造業の鈍化、英国のEU離脱問題の長期化等ユー
ロ圏の低迷、さらには発展途上国の景気減速もあり、経済の動向としては下押し懸
念が増大する状況で推移しております。
このような状況のなかでの当社グループの業績は、当連結会計年度は平成28年３

月に発表いたしました中期経営計画の最終年度であり、継続して業務改善活動を進
めるなか、高付加価値製品、高精度精密製品に注力した事業展開に取り組んだ結果
として、製本用刃物の鈍化以外は主力の情報産業用刃物を筆頭に、鉄鋼用刃物、産
業用機械および部品、その他に分類される刃物も堅調に推移しました。
緑化造園においては、管理業務は堅調に推移したものの大口案件も含め造園工事
の受注減や繰越案件による影響もあり減少となりました。
その結果、売上高は56億90百万円と前連結会計年度に比し7.5％の増加となりま
した。
損益面におきましては、継続した業務改善活動の成果もあり、営業利益は４億22
百万円（前連結会計年度比34.9％増）、経常利益は３億52百万円（前連結会計年度
比35.7％増）となりました。また、中国子会社の持分譲渡契約締結による事業整理
損失41百万円及び火災損失１百万円を特別損失として計上したものの、国内子会社
の火災にかかる受取保険金１億１百万円、その固定資産譲渡にかかる売却益２億92
百万円を特別利益として計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は、
５億69百万円（前連結会計年度比131.1％増）となりました。
かかる状況を踏まえ、当期の配当につきましては、今後の経営体質の強化、事業
展開も考慮のうえ、当期の収益および安定的な利益還元を勘案致しました結果、前
期より1株につき10円増配し、1株当たり20円の配当を予定しております。
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　〔別 表〕セグメント別売上高

区 分
前連結会計年度 当連結会計年度 前期比増減(△)

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

機械刃物及び機械・部品 4,865 91.9 5,284 92.9 419 8.6

緑 化 造 園 428 8.1 405 7.1 △22 △5.2

合 計 5,293 100.0 5,690 100.0 397 7.5
　

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資は487百万円であり、そ
の主なものは、次のとおりであります。

　 ①当連結会計年度中に完成した主要設備
　 ＜当 社＞

富 谷 工 場 : ＣＮＣ立形内径・外径研削盤、
ＣＮＣコラム型精密平面研削盤、バッチ式焼戻炉、
ＣＮＣ精密円筒研削盤

　 ②当連結会計年度において継続中の主要設備の新設・拡充・改修
　 ＜当 社＞

富 谷 工 場 : 立形両頭平面研削盤、ＣＮＣ精密円筒研削盤
　

　 ③生産能力に重要な影響を及ぼすような固定資産の売却、撤去または災害等によ
る滅失

該当事項はありません。
　

（3）資金調達の状況
　 該当事項はありません。
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（4）財産および損益の状況の推移

区 分 第139期
平成28年３月期

第140期
平成29年３月期

第141期
平成30年３月期

第142期
平成31年３月期

売 上 高 (百万円) 4,910 4,975 5,293 5,690

経 常 利 益 (百万円) 184 207 259 352

親会社株主に帰属
する当期純利益 (百万円) 139 265 246 569

１株当たり当期純利益(円) 139.97 170.36 160.62 368.03

総 資 産 (百万円) 6,132 6,314 6,717 7,372
　

（5）対処すべき課題
今後の経済見通しにつきましては、わが国経済は輸出の減速が継続し、設備投
資も鈍化する見通しであり、不透明感から後退局面にあるとの見方もあります。
世界経済への影響力から、米国と中国の貿易摩擦の動向が注視されております
が、減速基調で進むことが想定されております。こうした環境の中、当社グルー
プといたしましては、平成31年３月15日に発表いたしました株式会社フェロー
テックホールディングスとの資本業務提携契約に則り、業務提携によるシナジー
効果を具現化すべく施策を展開し、高付加価値製品への傾注、生産性の改善や研
究開発にも継続して取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。
また当社は、大韓民国仁川市に所在する当社の持分法適用会社である東洋鋼業

株式会社の株式約48.3%を保有しておりますが、当社は当該株式の処分を検討し
ております。当該株式の処分の可否及び処分の時期・金額等は現時点で未定です
が、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
詳細につきましては、開示すべき内容が決定次第改めてお知らせいたします。
その際、業績予想について修正の必要が生じた場合には、速やかに公表いたしま
す。
尚、対米ドル社内為替レートは、平成28年10月１日より１ＵＳ＄/105円に設
定しております。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご鞭撻を賜ります
ようお願い申しあげます。
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（6）企業集団の主要な事業セグメント
各事業セグメントに属する主要な製品・工事の内容

事業セグメント 主要製品・工事

機械刃物及び機械・部品
鉄鋼用刃物・合板用刃物・製紙パルプ用刃物・情報産業
用刃物・製本用刃物
産業用機械及び部品（研削盤、スライドウェイ、各種カ
ッターおよびユニット等）

緑 化 造 園 造園工事・管理受託業務・法面工事・土木工事・建築工
事

（7）企業集団の主要拠点
　 ＜当 社＞

営 業 所 東京・大阪・名古屋・仙台・広島
国際事業所（東京都中央区）

工 場 富谷工場（宮城県富谷市）

海外事務所 クアラルンプール

　 ＜子会社＞
会 社 名 本 社 住 所

株式会社トオハ 宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目３番５

東洋緑化株式会社 仙台市青葉区柏木一丁目１番８号

（8）企業集団の使用人の状況

従業員数 前期末比増減(△)

255 名 △5 名

（注）上記は、就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
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（9）重要な子会社の状況
　 ① 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社トオハ 26百万円 100.0％ 工業用金属製品の製造、加工、販売

東洋緑化株式会社 25 98.8 緑化造園ならびにこれに付帯する土
木工事

　（注）1.連結子会社でありました熱研工業株式会社につきましては、平成30年10
　 月１日を効力発生日として、当社を存続会社とする吸収合併により同社
　 の権利義務全部を承継しました。
　 2.連結子会社でありました上海東優刃物国際貿易有限公司につきまして
　 は、平成31年１月22日付にて同社の持分全てを譲渡しました。その結
　 果、当社の連結の範囲から除外しております。

（10）主要な借入先および借入額

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 常 陽 銀 行 925 百万円

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 900

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 266

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 254
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２．株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 4,000,000株
（2）発行済株式の総数 1,823,367株（自己株式42,533株を除く。）
　 （注）平成31年３月15日の無担保転換社債型新株予約権付社債の転換に伴う新株
　 の発行により、288,600株増加しております。
（3）当事業年度末の株主数 1,017名
（4）上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社フェローテックホールディングス 4,766百株 26.14 ％

地域中核企業活性化投資事業有限責任組合 3,893 21.35

株 式 会 社 光 通 信 820 4.50

株 式 会 社 常 陽 銀 行 495 2.71

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 495 2.71

東 洋 刄 物 社 員 持 株 会 395 2.17

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 280 1.54

王 秋 玲 260 1.43

株 式 会 社 仙 台 ビ ル デ ィ ン グ 235 1.29

道 端 良 行 214 1.17
（注）持株比率は、自己株式（42,533株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況
清 野 芳 彰 取締役社長（代表取締役）

前 田 晋 也 常務取締役（製造兼営業担
当）

早 川 二 郎 取締役

林 昭 洋 取締役
株式会社地域経済活性化支援
機構ディレクター
ＲＥＶＩＣパートナーズ株
式会社

久 保 雅 義 取締役管理部長
徳 村 英 樹 取締役営業部長
高 橋 純 也 取締役製造部長
木 村 和 弘 取締役（監査等委員）

鎌 田 宏 取締役（監査等委員）

株式会社七十七銀行相談役
株式会社仙台放送社外取締
役
株式会社バイタルネット社
外監査役

木 田 恭 弘 取締役（監査等委員）

砂 田 有 史 取締役（監査等委員）
株式会社地域経済活性化支援
機構
ＲＥＶＩＣパートナーズ株式
会社

（注）1. 当事業年度中の取締役の異動
（1）平成30年６月28日 第141期定時株主総会において、木村和弘、

砂田有史の両氏が取締役（監査等委員）に
新たに選任され、就任いたしました。

（2）平成30年６月28日 第141期定時株主総会終結の時をもって、
渡辺修一、髙橋允の両氏は取締役を任期満
了により、我妻正仁、中桐悟の両氏は取締
役（監査等委員）を任期満了により、４名
とも退任いたしました。

2. 取締役早川二郎、林昭洋、鎌田宏、木田恭弘、砂田有史の各氏は、会
社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
なお、早川二郎、木田恭弘の両氏は東京証券取引所が指定を義務付け

る一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
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3. 当社は、監査機能の一層の強化をするため、取締役（監査等委員を除
く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内
部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、木村和弘氏
を常勤の監査等委員に選定しております。また、同氏は、当社事業にお
ける幅広い領域で責任者を歴任し、豊富な業務経験と経営全般に関する
知見を有するものであります。

（2）取締役の報酬等の額
取締役
（監査等委員を除く）

9名 46,230千円（うち社外取締役 2名 3,600千円）

取締役
（監査等委員）

6名 13,619千円（うち社外取締役 4名 6,075千円）

（注） 使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
（3）社外役員に関する事項
　 ① 重要な兼職先と当社との関係

取締役 林昭洋氏は、株式会社地域経済活性化支援機構のディレクターであ
り、ＲＥＶＩＣパートナーズ株式会社に在職しております。なお、ＲＥＶＩＣ
パートナーズ株式会社は、当社の株主である地域中核企業活性化投資事業有限
責任組合の無限責任組合員を務めております。
取締役（監査等委員）鎌田宏氏は、株式会社七十七銀行の相談役であり、株
式会社七十七銀行は、当社の株主であり、主要な借入先でもあります。
同氏は、株式会社仙台放送の社外取締役を兼務しており、株式会社仙台放送
は、当社の株主であります。
また、同氏は株式会社バイタルネットの社外監査役を兼務しておりますが、

当社との間には、特別な利害関係はありません。
取締役（監査等委員） 砂田有史氏は、株式会社地域経済活性化支援機構お

よびＲＥＶＩＣパートナーズ株式会社に在職しております。なお、ＲＥＶＩＣ
パートナーズ株式会社は、当社の株主である地域中核企業活性化投資事業有限
責任組合の無限責任組合員を務めております。

　 ② 会社または会社の特定関係事業者の業務執行者等との親族関係
該当事項はありません。
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　 ③ 各社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役 早川 二郎
当事業年度開催の決算取締役会を含む取締役会15回
のうち、12回に出席し、議案審議等に必要な発言を
適宜行なっております。

取締役 林 昭洋
当事業年度開催の決算取締役会を含む取締役会15回
のうち、15回に出席し、議案審議等に必要な発言を
適宜行なっております。

取締役
（監査等委員） 鎌田 宏

当事業年度開催の決算取締役会を含む取締役会15回
のうち、5回に出席し、議案審議等に必要な発言を
適宜行なっております。
また、当事業年度開催の監査等委員会6回のうち、2
回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に
関する重要事項の協議等を行っております。

取締役
（監査等委員） 木田 恭弘

当事業年度開催の決算取締役会を含む取締役会15回
のうち、15回に出席し、議案審議等に必要な発言を
適宜行なっております。
また、当事業年度開催の監査等委員会6回のうち、6
回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に
関する重要事項の協議等を行っております。

取締役
（監査等委員） 砂田 有史

就任後開催の決算取締役会を含む取締役会11回のう
ち、11回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜
行なっております。
また、就任後開催の監査等委員会5回のうち、5回に
出席し、監査結果についての意見交換、監査に関す
る重要事項の協議等を行っております。

　 ④ 責任限定契約に関する事項
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は200万円以上であらかじめ定めた金額または法令に規定
する額のいずれか高い額とすることにしております。
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４．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人
　

（2）責任限定契約に関する事項
当社は、定款に「会計監査人」と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する

契約を締結することができる旨を定め、当該契約に基づく賠償責任の限度額は
200万円以上であらかじめ定めた金額または法令に規定する額のいずれか高い額
とすることにしておりますが、現時点では、責任限定契約を締結しておりません。
　

（3）会計監査人の報酬等の額
　 ① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

年間 21百万円
　 ② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

年間 21百万円
（注）1. 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由について、当社監査

等委員会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人からの必要な資
料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の
事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、
会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っており
ます。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的に
も区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

（4）非監査業務の内容
公認会計士法第２条第１項に規定する業務以外の業務はありません。
　

（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要
があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、
取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、
会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、
解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任
の理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制及び運用状況
　 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制
当社は、下記に定めた「経営の基本方針」に基づき、業務の適正を確保す
るための体制いわゆる内部統制システムの構築および整備に努めております。

　 ① 経営の基本方針
当社は、機械刃物及び機械・部品の製造・販売会社として、法令遵守のも
とにお客様の信頼と満足を得られる製品の提供により社会に貢献するととも
に、企業内においては参画と協調により活力ある職場を築くことを経営の基
本理念とし、流動化する経済状況の中で「顧客志向のモノづくりを心掛け、
技術力競争力を強化し、産業構造の変化に対応し、経営基盤の安定を図る」
ことを中期経営計画の基本方針と位置づけて経営に取り組んでおります。

　 ② 当社の取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「取締役会規程」「稟議規程」及び「文書管理規程」などに基づき

取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務に係わる情報などを適正に保存、
管理するとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。

③ 当社の財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの構築・整
備に関する基本方針を定めるとともに、システムの構築・整備・運営・モニ
タリングの体制と責任を明確にしております。

　 ④ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業の推進に伴って生じうるリスクを「リスク管理基本規程」に
基づいて担当部署において詳細に把握・分析し、対応策の検討を行い稟議ま
たは取締役会において審議の上決定しております。
経営上の問題、利益計画進捗上の問題、海外取引に係わる問題等について
は各担当部門が実務を担い、月次の執行役員会議に報告し全社的な管理を行
っております。
製品品質に係わるリスクについては、品質保証システムにおける「品質マ

ニュアル」に基づき日常的に管理しております。
　 ⑤ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会を月１回定期的に開催するほか、必要に応じ随時取締役
会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとと
もに、業務執行の状況を逐次監督しております。
また、各部門を担当する部長、工場長をメンバーとする執行役員会議を毎
月開催し、業務上の重要事項を協議するとともに経営方針ならびに取締役会
決定事項の迅速なる徹底を図っております。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年05月24日 16時36分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



⑥ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
当社は、業務遂行に当たりその全員が法令を遵守し、業務を適正に遂行さ
れる体制を構築するために、取締役会規程、就業規則、職務分掌規程など関
連する規程を遵守し業務遂行に努めております。
また、法令・定款や経営方針を遵守した業務遂行を図るよう研修等を通じ
指導するとともに、コンプライアンス違反行為については、組織を通じ適切
に担当部署に通報される体制を確保しております。

⑦ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
（イ）当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体

制
子会社の経営については定期的に業務報告を受け、重要な経営事項の決定
にあたっては、事前に協議決定することとしております。

（ロ）当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の子会社の事業の推進に伴って生じうるリスクは、当社の担当部署に
おいて詳細に把握・分析し、対応策の検討を行い、稟議または当社の取締役
会において審議の上決定しております。
当社の子会社の経営上の問題、利益計画進捗上の問題、海外取引に係わる
問題等については当社の各担当部署が実務を担い、当社の月次の執行役員会
議に報告しグループ管理を行っております。
当社の子会社における製品品質に係わるリスクについては、当社の品質保
証システムにおける「品質マニュアル」を準用しております。

（ハ）当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
当社は、定期的に当社取締役会にグループ会社責任者を招集し、当社グル

ープ全体としての課題の共有化と収益向上のため連携を強化しております。
（二）当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制
当社は、当社の子会社に対し当社の役員または使用人を取締役または監査
役として派遣し、それらの業務運営を定常的に監督することとしております。

⑧ 当社の監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に
関する事項、ならびに当社の監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
当社は、現時点では監査等委員の職務を補助すべき専任の使用人は設置し
ておりませんが、本社管理部門における担当部門が対応しております。
監査等委員の業務を補助するための使用人を置く場合は、監査等委員会の
意見を尊重した上で行い、当該使用人の取締役からの独立性を確保するもの
としております。また、当該使用人は補助にあたっては取締役をはじめ組織
上の上長等の指揮命令は受けず、監査等委員の指揮命令に従うものとしてお
ります。
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⑨ 当社及び子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者
が当社の監査等委員に報告するための体制その他の当社の監査等委員への報
告に関する体制
当社の監査等委員は、当社取締役会や執行役員会議をはじめ重要な会議へ
出席するとともに、定期的な業務監査を通じ当社の取締役および使用人から
適宜報告を受け、職務執行状況を十分監視できる体制としております。
また、当社の子会社の取締役等および使用人は、当社の監査等委員から業
務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告
を行い、法令等の違反行為等、当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事項を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員または監査等委員会
に対して報告を行うものとしております。

⑩ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員または監査等委員会へ報告を行った当社グルー
プの取締役等および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等および使用人
に周知徹底するものとしております。

⑪ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続
その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に
関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払

等を請求したときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用また
は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、
速やかに当該費用または債務を処理することとしております。

⑫ その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
当社の監査等委員は、コンプライアンスと内部統制の充実強化を図るため、
代表取締役と定期的な意見交換の場を持つこととしております。
また、効率的な監査を行うため、会計監査人および本社担当部門等と定期
的に協議および意見交換を行うとともに、監査計画に基づく各部門の監査を
通じ必要に応じ指摘・助言を行っております。これらを受け、管理部門にお
ける担当が社内各部門に対して業務改善に向けた助言・勧告を行うこととし
ております。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
当社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的
な勢力とは一切の関係を持たず、法務担当部門が警察、弁護士等の専門機関
と連携のうえ、毅然とした姿勢で対応しております。
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６．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、将来に向けた事業展開のため財務体質と経営基盤の強化を図り株主資本の
充実に努めるとともに、収益動向などを総合的に勘案し業績に相応した配当を実施し、
また、財務状況や株式市場などを勘案しながら適宜自己株式購入を実施していく方針
であります。
　当期の配当につきましては、今後の経営体質の強化、事業展開も考慮のうえ、当期
の収益および安定的な利益還元を勘案致しました結果、前期より1株につき10円増配
し、１株当たり20円の配当を予定しております。
　なお、当社は会社法第459条第１項各号に定める事項に基づき、取締役会の決議に
よって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示して

おります。
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連 結 貸 借 対 照 表（平成31年３月31日現在）
（単位 百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）
流 動 資 産 5,177 流 動 負 債 3,292
現 金 及 び 預 金 2,524 支払手形及び買掛金 684
受取手形及び売掛金 1,241 短 期 借 入 金 1,697
電 子 記 録 債 権 549 リ ー ス 債 務 4
製 品 225 未 払 法 人 税 等 103
仕 掛 品 326 賞 与 引 当 金 128
原材料及び貯蔵品 294 そ の 他 674
そ の 他 19 固 定 負 債 1,704
貸 倒 引 当 金 △2 長 期 借 入 金 650

固 定 資 産 2,195 リ ー ス 債 務 3
有 形 固 定 資 産 1,646 退職給付に係る負債 1,029
建物及び構築物 509 役員退職慰労引当金 21
機械装置及び運搬具 704 負 債 合 計 4,997
土 地 383
リ ー ス 資 産 6 （純資産の部）
そ の 他 43 株 主 資 本 2,565
無 形 固 定 資 産 26 資 本 金 700
投資その他の資産 522 資 本 剰 余 金 354
投 資 有 価 証 券 328 利 益 剰 余 金 1,542
繰 延 税 金 資 産 142 自 己 株 式 △31
そ の 他 63 その他の包括利益累計額 △192
貸 倒 引 当 金 △11 その他有価証券評価差額金 25

為替換算調整勘定 8
退職給付に係る調整累計額 △226
非支配株主持分 2
純 資 産 合 計 2,375

資 産 合 計 7,372 負債及び純資産合計 7,372
（注） 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。
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連 結 損 益 計 算 書（平成
平成

30
31
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位 百万円）
科 目 金 額

売 上 高 5,690
売 上 原 価 4,046
売 上 総 利 益 1,644
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,222
営 業 利 益 422
営 業 外 収 益
受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 5
固 定 資 産 賃 貸 収 入 10
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 2
環 境 対 策 引 当 金 戻 入 額 14
受 取 保 険 金 5
そ の 他 13 55
営 業 外 費 用
支 払 利 息 45
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 14
製 造 休 止 損 失 25
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 14
そ の 他 25 124
経 常 利 益 352
特 別 利 益
　受 取 保 険 金 101
　固 定 資 産 売 却 益 292 393
特 別 損 失
　火 災 損 失 1
事 業 整 理 損 失 41 42
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 703
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 128
法 人 税 等 調 整 額 4 133
当 期 純 利 益 570
非支配株主に帰属する当期純利益 0
親会社株主に帰属する当期純利益 569
（注） 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。
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連結株主資本等変動計算書（平成
平成

30
31
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）
（単位 百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 500 354 987 △31 1,811

当 期 変 動 額
　転換社債型新株予
　約権付社債の転換 200 200

　剰 余 金 の 配 当 △15 △15
親会社株主に帰属
する当期純利益 569 569

自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 200 554 △0 754

当 期 末 残 高 700 354 1,542 △31 2,565

（単位 百万円）
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 63 33 △160 △62 2 1,750

当 期 変 動 額
転換社債型新株予
約権付社債の転換 200

　剰 余 金 の 配 当 △15
親会社株主に帰属
する当期純利益 569

自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △38 △25 △66 △129 0 △129

当 期 変 動 額 合 計 △38 △25 △66 △129 0 624

当 期 末 残 高 25 8 △226 △192 2 2,375

（注） 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年05月24日 16時36分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項
　連結子会社の数および連結子会社の名称

連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称
　株式会社トオハ、東洋緑化株式会社
　 なお、連結子会社でありました熱研工業株式会社については平成30年10
月１日に当社に吸収合併されたため、また、上海東優刃物国際貿易有限公
司については平成31年１月22日に持分全てを譲渡したため、連結の範囲か
ら除いております。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数および会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 １社
会社等の名称 東洋鋼業株式会社

（2）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
東洋鋼業株式会社の決算日は連結決算日と異なりますが、当該会社の直近
の事業年度に係る計算書類を使用しております。

３．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
(イ)有価証券の評価基準および評価方法
　その他有価証券
時価のあるもの………連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法

　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
　却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの………移動平均法による原価法
(ロ)たな卸資産の評価基準および評価方法

製品および仕掛品……主として先入先出法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品……移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産（リース資産を除く）……定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）
並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は定額法を採用しております。
　また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度
額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっておりま
す。

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

(ハ)リース資産
　・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
　 ます。

（3）重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
　 により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
　 し、回収不能見込額を計上しております。
(ロ)賞与引当金
　 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結
　 会計年度に見合う分を計上しております。
(ハ)役員退職慰労引当金
　 一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職
　 慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

（4）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
(イ)退職給付に係る会計処理の方法
　 ・退職給付見込額の期間帰属方法
　 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま
　 での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっておりま
　 す。
　 ・数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
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　 ・小規模企業等における簡便法の採用
　 一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
　 に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
　 用いた簡便法を適用しております。
(ロ)重要な収益および費用の計上基準
　 ・完成工事高および完成工事原価の計上基準

　一部の連結子会社において完成工事高および完成工事原価の計上は、
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工
事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、そ
の他の工事については工事完成基準を適用することとしております。

(ハ)消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
　 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年
　２月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」
　（平成30年法務省令第５号 平成30年３月26日）による改正後の会社計算規則に
　基づき、繰延税金資産を投資その他の資産の区分に表示しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

（1）担保に供している資産および担保に係る債務
　 ① 担保に供している資産

建物及び構築物 476百万円
機械装置及び運搬具 660百万円
土 地 279百万円
　 計 1,416百万円

　 ② 担保に係る債務
短期借入金 1,320百万円
長期借入金（1年以内返済予定を含む） 750百万円
　 計 2,070百万円

（2）資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 5,165百万円

（3）受取手形割引高 162百万円
（4）受取手形裏書譲渡高 21百万円
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（連結損益計算書に関する注記）
　 特別利益に計上しております受取保険金101百万円につきましては、当社の連結
　子会社でありました熱研工業株式会社において、平成30年2月13日に発生した火災
　の損害に対する保険金であります。
　 また、特別損失に計上しております事業整理損失につきましては、当社の連結子
　会社でありました上海東優刃物国際貿易有限公司の持分全てを同社役員に譲渡した
　ことに伴い、契約に従い負担することになった金額であります。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式に関する事項
（単位 株）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 1,577,300 288,600 - 1,865,900

　
２．自己株式に関する事項

（単位 株）
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 42,340 193 - 42,533

３．配当に関する事項
　（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

配当の
原 資

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効力発生日

平成30年６月28日
定時株主総会 普通株式 15 利 益

剰余金 10 平成30年３月31日 平成30年６月29日

　（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計
　 年度となるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

配当の
原 資

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効力発生日

令和元年６月27日
定時株主総会 普通株式 36 利 益

剰余金 20 平成31年３月31日 令和元年６月28日
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関

からの借入により資金を調達しております。
　受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権にかかる顧客の信用リスクは、販売管
理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式
であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は１年以内の支払期日であります。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）でありま
す。資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）
は、管理部が適時に資金繰計画を作成更新することにより、管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成31年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価お

よびこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位 百万円）

連結貸借対照表
計上額(＊) 時価(＊) 差額

（1）現金及び預金 2,524 2,524 －
（2）受取手形及び売掛金 1,241 1,241 －
（3）電子記録債権 549 549 －
（4）投資有価証券

その他有価証券 134 134 －
（5）支払手形及び買掛金 （684） （684） －
（6）短期借入金 （1,597） （1,597） －
（7）長期借入金

（1年内返済予定を含む） （750） （750） －

（＊）負債に計上されているものについては、( )で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
（1） 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金ならびに（3）電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。

（4） 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
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（5） 支払手形及び買掛金、ならびに(6) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。
（7） 長期借入金（１年内返済予定を含む）

変動金利による長期借入金については、短期間で市場金利を反映し、時価
は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額193百万円）は、市場価格がなく、かつ
将来キャッシュ･フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めてお
りません。

（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たり純資産額 1,301円23銭
（2）１株当たり当期純利益 368円03銭

（重要な後発事象に関する注記）
　自己株式の取得

　 当社は、令和元年５月10日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規
　定による定款の定めに基づき、自己株式を取得することを決議（以下、「本決議」
　といいます。）し、以下のとおり自己株式を取得いたしました。

　１．自己株式の取得を行う理由
　 平成31年３月15日開催の取締役会決議に基づき株式会社フェローテックホールデ
　ィングスと資本業務提携契約を締結し、その結果、その他の関係会社となった同社
　の議決権保有比率を約33.31%とするため、本決議に基づき、当社株式389,300株
　を取得しました。

　２．取得に係る事項の内容
　 （１）取得する株式の種類 当社普通株式
　 （２）取得する株式の総数 389,300株
　 （発行済株式総数（自己株式を除く）
　 に対する割合21.35％）
　 （３）株式取得価額の総額 581百万円
　 （４）取得日 令和元年５月13日
　 （５）取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付
　 取引（ToSTNeT-3）による買付け
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（その他の注記）
　共通支配下の取引等

１．取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：熱研工業株式会社
事業の内容：工業用機械刃物製造・販売
(2) 企業結合日
　 平成30年10月１日

(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社、熱研工業株式会社を消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称
東洋刃物株式会社

(5) その他取引の概要に関する事項
　平成30年２月13日に熱研工業株式会社において発生した火災により、主たる
建物が半壊し、一時操業停止としており、復旧までにかなりの期間を要すること
や同社の財務状況を踏まえ、吸収合併することといたしました。

２．実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）
及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計
基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取引として
会計処理を実施しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
令和元年５月24日

東 洋 刄 物 株 式 会 社
　取 締 役 会 御中

　 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 草 野 和 彦 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 成 田 孝 行 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東洋刄物株式会社の平成30年４月１日か
ら平成31年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、東洋刄物株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は令和元年５月10日開催の取締役会において自己
株式取得について決議し、同年５月13日に自己株式を取得している。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書謄本
監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第142期事業年度の取締役
の職務の執行に関して審議の結果、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査等委員会の監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、監査の方針、監査計画等に従い、各監査等委員から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
　監査等委員会は、その定めた監査等委員会監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従
い、取締役、管理部門等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び管理部門等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま
した。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果
　 会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　 令和元年５月31日 東洋刄物株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 木 村 和 弘 ㊞
監 査 等 委 員 鎌 田 宏 ㊞
監 査 等 委 員 木 田 恭 弘 ㊞

（注）監査等委員 鎌田宏、木田恭弘は、「会社法」第２条第15号及び第331条第６項に定める社
外取締役であります。
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貸 借 対 照 表（平成31年３月31日現在）
（単位 百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）
流 動 資 産 4,795 流 動 負 債 3,200
現 金 及 び 預 金 2,236 支 払 手 形 395
受 取 手 形 88 買 掛 金 264
電 子 記 録 債 権 544 短 期 借 入 金 1,597
売 掛 金 1,107 １年内返済予定の長期借入金 100
製 品 228 リ ー ス 債 務 2
仕 掛 品 289 未 払 金 354
原材料及び貯蔵品 285 未 払 費 用 163
前 払 費 用 12 未 払 法 人 税 等 92
そ の 他 4 前 受 金 36
貸 倒 引 当 金 △2 預 り 金 21

固 定 資 産 1,911 賞 与 引 当 金 104
有 形 固 定 資 産 1,538 設備関係支払手形 67
建 物 463 そ の 他 0
構 築 物 14 固 定 負 債 1,397
機 械 及 び 装 置 660 長 期 借 入 金 650
車 両 運 搬 具 0 退職給付引当金 747
工具器具及び備品 20 負 債 合 計 4,597
土 地 356
リ ー ス 資 産 1 （純資産の部）
建 設 仮 勘 定 21 株 主 資 本 2,084
無 形 固 定 資 産 25 資 本 金 700
ソ フ ト ウ ェ ア 19 資 本 剰 余 金 354
電 話 加 入 権 5 資 本 準 備 金 194
投資その他の資産 347 その他資本剰余金 160
投 資 有 価 証 券 171 利 益 剰 余 金 1,061
関 係 会 社 株 式 56 その他利益剰余金 1,061
出 資 金 0 繰越利益剰余金 1,061
従業員長期貸付金 5 自 己 株 式 △31
破産更生債権等 11 評価・換算差額等 25
長 期 前 払 費 用 0 その他有価証券評価差額金 25
繰 延 税 金 資 産 87 純 資 産 合 計 2,109
そ の 他 25
貸 倒 引 当 金 △11

資 産 合 計 6,707 負債及び純資産合計 6,707
（注） 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。

― 28 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年05月24日 16時36分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



損 益 計 算 書（平成
平成

30
31
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位 百万円）
科 目 金 額

売 上 高 5,108
売 上 原 価 3,730
売 上 総 利 益 1,378
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,019
営 業 利 益 358
営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 71
固 定 資 産 賃 貸 収 入 8
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 2
そ の 他 29 113
営 業 外 費 用
支 払 利 息 35
社 債 利 息 9
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 14
そ の 他 21 80
経 常 利 益 391
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 292
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 35
受 取 保 険 金 6 333
特 別 損 失
事 業 整 理 損 失 6
火 災 損 失 1 8
税 引 前 当 期 純 利 益 716
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 88
法 人 税 等 調 整 額 9 98
当 期 純 利 益 618
（注） 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。
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株主資本等変動計算書（平成
平成

30
31
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位 百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 500 194 160 354

当 期 変 動 額
転換社債型新株予
約権付社債の転換 200

　剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計 200

当 期 末 残 高 700 194 160 354

（単位 百万円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 457 457 △31 1,281

当 期 変 動 額
転換社債型新株予
約権付社債の転換 200

　剰 余 金 の 配 当 △15 △15 △15

当 期 純 利 益 618 618 618

自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計 603 603 △0 803

当 期 末 残 高 1,061 1,061 △31 2,084
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（単位 百万円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 63 63 1,344

当 期 変 動 額
転換社債型新株予
約権付社債の転換 200

　剰 余 金 の 配 当 △15

当 期 純 利 益 618

自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △38 △38 △38

当 期 変 動 額 合 計 △38 △38 764

当 期 末 残 高 25 25 2,109

(注) 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
　

１．資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式 …… 移動平均法による原価法
　その他有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております。）

時価のないもの……移動平均法による原価法
（2）たな卸資産の評価基準および評価方法

製品および仕掛品……主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品……移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）…… 定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）
並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は定額法を採用しております。
　また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限
度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっており
ます。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）…… 定額法
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

（3）リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。
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（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年
度に見合う分を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務およ
び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生した事業
年度から費用処理することとしております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計
処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なってお
ります。

（2）消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
　 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年
　２月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」
　（平成30年法務省令第５号 平成30年３月26日）による改正後の会社計算規則に
　基づき、繰延税金資産を投資その他の資産の区分に表示しております。
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（貸借対照表に関する注記）
　

（1）関係会社に対する短期金銭債権 42百万円
（2）関係会社に対する短期金銭債務 39百万円
（3）有形固定資産の減価償却累計額 4,754百万円
（4）担保に供している資産および担保に係る債務
　 ① 担保に供している資産
　 建物 461百万円
　 構築物 14百万円
　 機械及び装置 660百万円
　 車両運搬具 0百万円
　 土 地 279百万円
　 計 1,416百万円
　 ② 担保に係る債務
　 短期借入金 1,320百万円
　 １年内返済予定の長期借入金 100百万円
　 長期借入金 650百万円
　 計 2,070百万円
（5）受取手形割引高 162百万円
（6）受取手形裏書譲渡高 21百万円

（損益計算書に関する注記）
　

（1）関係会社に対する売上高 121百万円
（2）関係会社からの仕入高 484百万円
（3）関係会社との営業取引以外の取引高 79百万円

　 特別利益に計上しております受取保険金６百万円につきましては、当社の連結
　子会社でありました熱研工業株式会社において、平成30年2月13日に発生した火災
　の損害に対する保険金であります。
　 また、特別損失に計上しております事業整理損失につきましては、当社の連結子
　会社でありました上海東優刃物国際貿易有限公司の持分全てを同社役員に譲渡した
　ことに伴い、契約に従い負担することになった金額であります。
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
　

当事業年度末における自己株式の種類および株式数
　 普通株式 42,533株

（税効果会計に関する注記）
　

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　 繰延税金資産
　 税務上の繰越欠損金 130百万円
　 たな卸資産評価損 24百万円
　 賞与引当金 31百万円
　 退職給付引当金 210百万円
　 投資有価証券評価損 5百万円
　 減損損失 25百万円
　 貸倒引当金（長期） 3百万円
　 その他 25百万円
　 繰延税金資産小計 457百万円
　 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △100百万円
　 将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △258百万円
　 評価性引当額小計 △359百万円
　 繰延税金資産合計 98百万円

　 繰延税金負債
　 その他有価証券評価差額金 △10百万円
　 繰延税金負債合計 △10百万円

　 繰延税金資産純額 87百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
　

(1) 親会社及び法人主要株主等
（単位 百万円）

　

属 性 会社等の名称 議決権等の
所有(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の
関係会社

地域中核企業活
性化投資事業有
限責任組合

（被 所 有）
直接21.35% 役員の兼任

転換社債型新
株予約権付社
債の転換

200 ー ー

（注）令和元年５月13日に地域中核企業活性化投資事業有限責任組合との資本業務
　 提携解消に伴い、兼任しておりました役員２名は、同日付で辞任しておりま
　 す。

（１株当たり情報に関する注記）
　

（1）１株当たり純資産額 1,156円90銭
（2）１株当たり当期純利益 399円60銭
　

（重要な後発事象に関する注記）
　自己株式の取得

連結注記表の「重要な後発事象に関する注記（自己株式の取得）」に同一の内容を
記載しているため、注記を省略しております。

（その他の注記）
　共通支配下の取引等

連結注記表の「その他の注記（共通支配下の取引等）」に同一の内容を記載してい
るため、注記を省略しております。
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
令和元年５月24日

東 洋 刄 物 株 式 会 社
　取 締 役 会 御中

　 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 草 野 和 彦 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 成 田 孝 行 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋刄物株式会社の平成30年４月
１日から平成31年３月31日までの第142期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　強調事項
　 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は令和元年５月10日開催の取締役会において自己株
　式取得について決議し、同年５月13日に自己株式を取得している。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以 上
以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金配当の件
　当期の配当につきましては、今後の経営体質の強化、事業展開も考慮のうえ、当
期の収益および安定的な利益還元を勘案致しました結果、前期より1株につき10円
増配し、１株当たり20円の配当とさせていただきたいと存じます。
１．配当財産の種類
　 金銭といたします。
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　 当社普通株式１株につき金20円
　 総額36,467,340円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
　 令和元年６月28日
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）
は、平成30年6月28日開催の当社定時株主総会において選任いただいた７名のう
ち、林昭洋氏は令和元年５月13日の地域中核企業活性化投資事業有限責任組合との
資本業務提携解消に伴い同日付で辞任し、他の６名全員は、本総会終結の時をもっ
て任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はご
ざいませんでした。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

1

清
せ い の
野　芳

よ し あ き
彰

昭和25年４月12日生

昭和44年 ４月 当社入社
平成13年 10月 当社管理部経理課長
平成17年 10月 当社管理部長代理
平成21年 ６月 当社取締役管理部長
平成23年 ７月 当社執行役員管理部長
平成25年 ６月 当社常務取締役(本社担当）
平成29年 ６月 上海東優刃物国際貿易有限

公司董事長
平成29年 ６ 月 当社代表取締役社長

（現任）

3,600株

【取締役候補者とした理由等】
当社社長として、当社グループ全般の経営を担い、その経験と実績を活かし
て当社の重要な業務執行の決定ならびに取締役の業務執行の監督に十分な役
割を果たすことが期待できることから、取締役候補者として適任であると判
断したものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

2

前
ま え だ
田　晋

し ん や
也

昭和30年５月30日生

昭和55年 ４月 当社入社
平成12年 10月 当社貿易部ジャカルタ駐在

事務所長
平成17年 10月 当社営業部東京営業所営業

第二課長
平成21年 ４月 当社営業部名古屋営業所長
平成21年 10月 当社営業部長代理兼名古屋

営業所長
平成23年 ７月 当社営業部次長兼東京営業

所長
平成25年 ６月 当社執行役員営業部長
平成27年 ６月 当社取締役営業部長
平成29年 ５月 熱研工業株式会社代表取締

役社長
平成29年 ６月 当社常務取締役（営業担

当）
平成30年 ６月 当社常務取締役（製造兼営

業担当）（現任）

1,800株

【取締役候補者とした理由等】
当社の事業における幅広い領域、とりわけ国際事業展開・国内販売戦略等に
おける豊富な経験と実績を有しており、その高い知見は、当社の重要な業務
執行の決定ならびに取締役の執行の監督に十分な役割を果たすことが期待で
きることから、取締役候補者として適任であると判断したものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

3

※鈴
す ず き
木　孝

た か の り
則

昭和29年７月31日生

昭和53年 ４月 株式会社東京銀行（現株式
会社三菱UFJ銀行）入行

平成19年 ７月 同行より株式会社フェロー
テック（現株式会社フェロ
ーテックホールディング
ス）へ出向、財務部長

平成20年 １月 同社入社、財務部長兼経理
部長

平成20年 ６月 同社執行役員財務部長兼経
理部長

平成25年 1 月 同社執行役員管理本部長、
財務部長兼経理部長

平成26年 ６月 同社取締役執行役員財務統
括担当

平成29年 ４月 同社取締役
平成30年 １月 同社執行役員財務経理統括

室長
平成30年 ６月 同社取締役執行役員財務統

括担当兼財務経理統括室長
（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社フェローテックホールディングス取
締役執行役員財務統括担当兼財務経理統括室
長
株式会社アサヒ製作所代表取締役会長
アリオンテック株式会社取締役
上海漢虹精密機械有限公司董事
若比（上海）国際貿易有限公司董事
香港第一半導体科技股份有限公司董事
江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事

－株

鈴木孝則氏は社外取締役候補者であります。
【社外取締役候補者とした理由等】
株式会社フェローテックホールディングスの取締役財務統括担当として、
ファイナンスや子会社の管理、運営に関する豊富な経験と見識を有してお
り、当社経営の重要事項の決定に対する様々な助言および意見により十分な
役割を果たすことが期待されることから、社外取締役候補者として適任であ
ると判断したものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

4

久
く
　保

ぼ
　雅

ま さ よ し
義

昭和32年２月22日生

昭和55年 ４月 当社入社
平成11年 10月 当社貿易部シンガポール駐

在事務所長
平成15年 10月 当社貿易部第二課長
平成19年 10月 当社貿易部長代理
平成24年 １月 当社管理部長代理
平成24年 ７月 上海東優刃物国際有限公司

董事
平成25年 ６月 当社執行役員管理部長
平成27年 ６月 当社取締役管理部長（現

任）

2,000株

【取締役候補者とした理由等】
当社事業における管理部門を統括し、総務・経理・人事に関する経験と実績
を有し、また、長年にわたり海外販売部門に従事するなど、対外的交渉にお
いて高い知見を有しており監督に十分な役割を果たすことが期待できること
から、取締役候補者として適任であると判断したものであります。

5

徳
と く む ら
村　英

ひ で き
樹

昭和38年６月13日生

昭和61年 ４月 当社入社
平成22年 ４月 当社貿易部第一課シンガポ

ール支店長
平成23年 ７月 当社営業部名古屋営業所長
平成25年 10月 当社営業部長代理兼名古屋

営業所長兼国際事業所長
平成27年 ６月 当社執行役員営業部次長兼

名古屋営業所長兼国際事業
所長

平成29年 ６月 当社取締役営業部長兼名古
屋営業所長兼国際事業所長

平成29年 10月 当社取締役営業部長（現
任）

2,500株

【取締役候補者とした理由等】
当社事業における幅広い領域とりわけ国内販売部門・海外販売部門等におけ
る豊富な経験と実績を有しており、その高い知見は当社の重要な業務執行の
決定ならびに取締役の職務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき
ることから、取締役候補者として適任であると判断したものであります。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

6

高
た か は し
橋　純

じ ゅ ん や
也

昭和38年10月14日生

昭和61年 ４月 当社入社
平成25年 10月 当社営業部販売管理室長
平成26年 ４月 当社製造部長代理
平成27年 ６月 当社執行役員製造部次長
平成29年 ６月 当社取締役製造部長（現

任）
令和 元年 ５月 株式会社トオハ代表取締役

社長（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社トオハ代表取締役社長

1,900株

【取締役候補者とした理由等】
当社事業における幅広い領域とりわけ製造・技術・営業分野における豊富な
経験と実績を有しており、その高い知見は当社の重要な業務執行の決定なら
びに取締役の職務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できることか
ら、取締役候補者として適任であると判断したものであります。

　
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　 ２．※印は新任候補者であります。
３．鈴木孝則氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役
　 候補者であります。
４．鈴木孝則氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の
財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また、過去２
年間に受けたこともありません。

５．鈴木孝則氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の
配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

６．鈴木孝則氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は200万円
以上であらかじめ定めた金額または法令に規定する額のいずれか高い額と
しております。
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第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
　当社の監査等委員である取締役（監査等委員。以下、本議案において同じ）は、
平成30年6月28日開催の当社定時株主総会において選任いただいた４名のうち、砂
田有史氏は令和元年５月13日の地域中核企業活性化投資事業有限責任組合との資本
業務提携解消に伴い同日付で辞任いたしましたので、監査等委員１名の選任をお願
いいたしたいと存じます。
　なお、稲木甲二氏は砂田有史氏の補欠として選任されることとなりますので、そ
の任期は当社定款の規定により、退任監査等委員の任期満了の時までとなります。
　また、本議案の提出に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。監査
等委員の候補者は、次のとおりであります。
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氏 名
生年月日

略歴、地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

※稲
い な き
木　甲

こ う じ
二

昭和30年８月１日生

昭和54年 ４月 株式会社フジテレビジョン
入社

平成21年 ６月 同社取締役
平成24年 ６月 同社常務取締役
平成24年 ６月 株式会社仙台放送取締役
平成27年 ６月 株式会社フジテレビジョン

専務取締役
平成29年 ６月 株式会社仙台放送代表取締

役社長（現任）
平成29年 ６月 株式会社さくらんぼテレビ

ジョン取締役（現任）
平成30年 11月 株式会社ベガルタ仙台取締

役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社仙台放送代表取締役社長
株式会社さくらんぼテレビジョン取締役
株式会社ベガルタ仙台取締役

－株

稲木甲二氏は社外監査等委員候補者であります。
【社外監査等委員候補者とした理由等】
長年にわたり株式会社フジテレビジョンの経営に携わり、平成29年6月から
は株式会社仙台放送代表取締役社長に就任し現在に至ります。その経歴を通
じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督
とチェック機能を期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者
として適任であると判断したものであります。また、稲木甲二氏は東京証券
取引所の定めに基づく独立役員の候補者であり、本総会において同氏が選任
された場合、新たに独立役員となる予定であります。
　

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　 ２．※印は新任候補者であります。
３．稲木甲二氏は社外監査等委員候補者であります。
（１）稲木甲二氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他

の財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありま
せん。
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（２）稲木甲二氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者等の配偶
者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

（３）稲木甲二氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427
条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は200万
円以上であらかじめ定めた金額または法令に規定する額のいずれか高い額
としております。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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北三番丁

北二番丁

北一番丁

定禅寺通

広瀬通

青葉通

至東京

至盛岡

東
北
本
線
・
新
幹
線

仙
台
駅

パレス
宮城野

勾
当
台
通
り

上
杉
山
通
り

文

県庁 県警
本部市役所

山形
48号線

45号線

旧NHK

株主総会会場ご案内略図

会 場 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１号
パレス宮城野２階 はぎの間
電 話（022）２６５―２２２３㈹
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